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開会 午前１０時００分 

◎開会宣告 

 

○議長（波岡玄智君） ただいまから、平成２６年第５回浜中町議会臨時会を開会しま

す。 

 

◎開議宣告 

 

○議長（波岡玄智君） これから、本日の会議を開きます。 

 

◎日程第１ 会議録署名議員の指名 

 

○議長（波岡玄智君） 日程第１ 会議録署名議員の指名を行います。 

会議録署名議員は、会議規則第１１８条の規定によって、９番野崎議員及び１０番加

藤議員を指名します。 

 

◎日程第２ 会期の決定 

 

○議長（波岡玄智君） 日程第２ 会期の決定を議題とします。 

お諮りします。 

本臨時会の会期は、本日１日間としたいと思います。 

これに、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（波岡玄智君） 異議なしと認めます。 

したがって、本臨時会の会期は、本日１日間に決定しました。 

 



  

 

◎日程第３ 諸般報告 

 

○議長（波岡玄智君） 日程第３ 諸般の報告をします。 

まず、本臨時会に付された案件はお手元に配布のとおりです。 

次に、今議会までの議会関係諸会議等については、記載のとおりです。 

これで、諸般の報告を終わります。 

 

◎日程第４ 行政報告 

 

○議長（波岡玄智君） 日程第４ 行政報告を行います。 

町長。 

○町長（松本博君） 本日第５回浜中町議会臨時会にご出席いただき、誠にありがとう

ございます。 

先の議会から本日までの主なる行政報告を申し上げます。 

（行政報告あるも省略） 

○議長（波岡玄智君） 引き続いて、教育委員会より教育行政報告を行います。 

教育長。 

○教育長（内村定之君） 前議会から、これまでの教育行政の主なものについて、ご報

告いたします。 

（教育行政報告あるも省略） 

○議長（波岡玄智君） これで行政報告を終わります。 

 

◎日程第５ 報告第７号専決処分の報告について 

 

○議長（波岡玄智君） 日程第５ 報告第７号を議題とします。 

本件について、提案理由の説明を求めます。 

町長。 

○町長（松本博君） 報告第７号専決処分の報告について、提案の理由をご説明申し上



  

 

げます。 

この度の一般会計補正予算の専決処分につきましては、去る１１月２１日の衆議院解

散に伴い、衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査が１２月２日公示、１４日

投票で執行されることになったことにより、その執行経費について早急に対応する必要

があることから、地方自治法第１７９条第１項の規定により２１日付をもって専決処分

させていただいたところであります。 

補正の内容を申し上げますと、歳出では、２款総務費の衆議院議員選挙に要する経費

で、報酬３７１万５，０００円、職員手当５８万８，０００円、賃金４２万４，０００

円、旅費４万１，０００円、需用費２１６万６，０００円、役務費４９万４，０００円、

備品購入費３７万８，０００円で、総額７８０万６，０００円の補正となります。 

一方、歳入につきましては、全額、国からの委託金を充てております。 

この結果、補正後の歳入歳出予算の総額は６６億４，７８１万５，０００円となりま

す。 

以上、提案の理由をご説明いたしましたので、よろしくご承認くださいますようお願

い申し上げます。 

○議長（波岡玄智君） これから報告第７号の質疑を行います。 

ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（波岡玄智君） 質疑なしと認めます。 

これから、報告第７号の討論を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（波岡玄智君） 討論なしと認めます。 

これから、報告第７号を採決します。 

お諮りします。  

本件は了承することに、ご異議ありませんか。 

（異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（波岡玄智君） 異議なしと認めます。 

したがって、報告第７号は承認することに決定しました。 

 



  

 

◎日程第６ 議案第５５号職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定に 

ついて 

 

○議長（波岡玄智君） 日程第６ 議案第５５号を議題とします。 

本案について、提案理由の説明を求めます。 

町長。 

○町長（松本博君） 議案第５５号職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制

定について、提案の理由をご説明申し上げます。 

本年８月７日に人事院は、国家公務員の給与改定及び給与制度の総合的見直しについ

て勧告をしたところであります。 

一方、地方公務員の給与改定については、人事院勧告を尊重し適切に対処することを

１０月７日閣議決定されました。本町においては、この閣議決定に基づき人事院勧告を

尊重し、条例の一部改正を行うものであります。 

人事院勧告の内容についてですが、月例給については、公務員給与が民間給与を平均

１，０９０円、０．２７％下回っていることから平均０．３％の引き上げ、通勤手当に

ついては、自動車等の使用距離の区分に応じ１００円から７，１００円までの幅で引き

上げるもので、本年４月１日に遡り適用するものであります。 

また、期末・勤勉手当については、支給割合が民間比較で年間０．１７月下回ってい

ることから０．１５月引き上げ、支給割合は年間３．９５月から４．１０月となります。 

なお、この引き上げ分は、勤勉手当に配分となり本年度分は１２月に支給する勤勉手

当に加算するものであります。これにより、平成２６年度の勤勉手当の支給割合は、６

月支給は０．６７５月、１２月はこれに０．１５月加算し０．８２５月となります。 

平成２７年度の勤勉手当の支給割合については、これを平準化し、６月から１２月と

も０．７５月とし年間支給割合は、期末手当２．６月、勤勉手当１．５月、合わせて４．

１０月であります。 

以上、提案の理由をご説明いたしましたが、詳細につきましては、総務課長より説明

させますので、よろしくご審議くださいますようお願い申し上げます。 

○議長（波岡玄智君） 総務課長。 

○総務課長（佐藤佳信君） （議案第５５号 補足説明あるも省略） 

○議長（波岡玄智君） これから、議案第５５号の質疑を行います。 



  

 

１番田甫議員。 

○１番（田甫哲朗君） １点だけ確認させていただきます。ここでいう再任用職員とい

うのは、浜中町の場合週４日ですよね。ここでいう再任用職員というのは週５日勤務の

方を言うのか、それとも浜中町の場合の週４日勤務の方も含まれるのか。その点だけ確

認させてください。 

○議長（波岡玄智君） 総務課長。 

○総務課長（佐藤佳信君） 現在浜中町で採用している再任用職員に適用するというこ

とでございます。以上です。 

○議長（波岡玄智君） 他にありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（波岡玄智君） これで、質疑を終わります。 

これから、議案第５５号の討論を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（波岡玄智君） 討論なしと認めます。 

これから、議案第５５号を採決します。 

お諮りします。  

本案は原案のとおり、決定することに、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（波岡玄智君） 異議なしと認めます。 

したがって、議案第５５号は、原案のとおり可決されました。 

 

◎日程第 ７ 議案第５６号平成２６年度浜中町一般会計補正予算（第４号） 

◎日程第 ８ 議案第５７号平成２６年度浜中町介護保険特別会計補正予算 

（第２号） 

◎日程第 ９ 議案第５８号平成２６年度浜中診療所特別会計補正予算（第１号） 

◎日程第１０ 議案第５９号平成２６年度浜中町下水道事業特別会計補正予算 

（第１号） 

◎日程第１１ 議案第６０号平成２６年度浜中町水道事業会計補正予算（第１号） 

 

○議長（波岡玄智君） 日程第７ 議案第５６号ないし日程第１１ 議案第６０号を一



  

 

括議題とします。 

本案について、提案理由の説明を求めます。 

町長。 

○町長（松本博君） 議案第５６号から議案第６０号まで、一括して提案の理由をご説

明申し上げます。 

議案第５６号から議案第６０号の各会計の補正予算につきましては、只今議決をいた

だきました職員の給与に関する条例の一部を改正する条例に基づき、給料や各手当の引

き上げ額について補正をお願いしようとするものであります。 

議案第５６号平成２６年度浜中町一般会計補正予算第４号につきましては、歳出では

４款衛生費で水道事業会計繰出金５１万６，０００円、１１款給与費で給料２６８万５，

０００円、職員手当等で期末手当２９万４，０００円、勤勉手当６９８万４，０００円、

管理職手当９，０００円、通勤手当７４万３，０００円、給与費全体で１，０７１万５，

０００円となり総額１，１２３万１，０００円の補正となります。 

一方、歳入は１９款繰越金で前年度剰余金を充てております。この結果、補正後の歳

入歳出予算の総額は６６億５，９０４万６，０００円となります。 

議案第５７号平成２６年度浜中町介護保険特別会計補正予算第２号につきましては、

歳出では、１款総務費の介護保険推進に要する経費で、給料１万７，０００円、職員手

当等で期末手当３，０００円、勤勉手当４万２，０００円、通勤手当８，０００円で総

額７万円の補正となります。 

一方、歳入は７款繰越金で前年度剰余金を充てております。この結果、補正後の歳入

歳出予算の総額は４億５，０２０万３，０００円となります。 

議案第５８号平成２６年度浜中診療所特別会計補正予算第１号につきましては、歳出

では、１款総務費の浜中診療所運営に要する経費で、給料３４万８，０００円、職員手

当等で期末手当８万２，０００円、勤勉手当８７万４，０００円、通勤手当２３万６，

０００円で総額１５４万円の補正となります。 

一方、歳入は５款繰越金で前年度剰余金を充てております。この結果、補正後の歳入

歳出予算の総額は２億５，４５８万５，０００円となります。 

議案第５９号平成２６年度浜中町下水道事業特別会計補正予算第１号につきまして

は、歳出では、１款総務費の一般管理に要する経費で、給料２万４，０００円、職員手

当等で期末手当３，０００円、勤勉手当２万３，０００円、２款下水道費の特定環境保



  

 

全公共下水道事業に要する経費で、給料１万４，０００円、職員手当等で期末手当１，

０００円、勤勉手当６万５，０００円、通勤手当８，０００円で総額１３万８，０００

円の補正となります。 

一方、歳入は５款繰越金で前年度剰余金を充てております。この結果、補正後の歳入

歳出予算の総額は４億２７８万３，０００円となります。 

議案第６０号平成２６年度浜中町水道事業会計補正予算第１号につきましては、予算

第３条に定めた収益的収入及び支出の予定額は収入で１款水道事業収益、２項営業外収

益、２目他会計補助金で一般会計補助金５１万６，０００円を追加、支出で、１款水道

事業費用、１項営業費用、２目総係費で給料１０万５，０００円、手当は期末手当２万

２，０００円、勤勉手当３６万円、通勤手当２万９，０００円で総額５１万６，０００

円を追加するものであります。この結果、補正後の収益的収入及び支出の予定額の総額

は、それぞれ５１万６，０００円を追加し、１億９，５２７万円となります。 

また、予算第６条で定めた議会の議決を経なければ流用することのできない経費、職

員給与費は５１万６，０００円を追加し、５，３５４万４，０００円、予算第７条に定

めた他会計からの補助金は４，９８３万円を５，０３４万６，０００円に、それぞれ改

めようとするものであります。 

以上、提案の理由をご説明いたしましたので、よろしくご審議くださいますようお願

い申し上げます。 

○議長（波岡玄智君） これから、議案第５６号の質疑を行います。 

ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（波岡玄智君） 質疑なしと認めます。 

これから、議案第５７号の質疑を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（波岡玄智君） 質疑なしと認めます。 

これから、議案第５８号の質疑を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（波岡玄智君） 質疑なしと認めます。 

これから、議案第５９号の質疑を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 



  

 

○議長（波岡玄智君） 質疑なしと認めます。 

これから、議案第６０号の質疑を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（波岡玄智君） 質疑なしと認めます。 

これから議案第５６号の討論を行います。 

（「なしと呼ぶ者あり） 

○議長（波岡玄智君） 討論なしと認めます。 

これから、議案第５７号の討論を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（波岡玄智君） 討論なしと認めます。 

これから、議案第５９号の討論を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（波岡玄智君） 討論なしと認めます。 

これから、議案第６０号の討論を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（波岡玄智君） 討論なしと認めます。 

これから、議案第５６号を採決します。 

お諮します。 

本案は、原案のとおり決定することに、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（波岡玄智君） 異議なしと認めます。 

したがって、議案第５６号は、原案のとおり可決されました。 

これから、議案第５７号を採決します。 

お諮りします。 

本案は、原案のとおり決定することに、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（波岡玄智君） 異議なしと認めます。 

したがって、議案第５７号は、原案のとおり可決されました。 

これから、議案第５８号を採決します。 

お諮りします。 



  

 

本案は原案のとおり決定することに、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（波岡玄智君） 異議なしと認めます。 

したがって、議案第５８号は、原案のとおり可決されました。 

これから、議案第５９号を採決します。 

お諮りします。 

本案は、原案のとおり決定することに、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（波岡玄智君） 異議なしと認めます。 

したがって、議案第５９号は、原案のとおり可決されました。 

これから、議案第６０号を採決します。 

お諮りします。 

本案は、原案のとおり決定することに、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（波岡玄智君） 異議なしと認めます。 

したがって、議案第６０号は、原案のとおり可決されました。 

 

◎閉会宣告 

 

○議長（波岡玄智君） お諮りします。 

本臨時会に付議された案件の審議は全部終了しました。 

したがって、会議規則第７条の規定により、本日で閉会したいと思います。 

これに、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（波岡玄智君） 異議なしと認めます。 

したがって、本臨時会は、本日で閉会することに決定しました。 

これをもって、平成２６年第５回浜中町臨時会を閉会します。 

ご苦労さまでした。 

（閉会 午前１０時３７分） 
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